
◎
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者

に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律

（
平
成
二
〇
年
四
月
一
八
日
法
律
第
一
七
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
四
月
二
日
・
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員

会

）

○
舛
添
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
戦
没
者
の
父
母
等
に

対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
駐
留
軍
関

係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者

に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ

の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等

に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う

漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
は
、
前
者
が
本
年
五
月
十
六
日
限
り

で
、
ま
た
、
後
者
が
本
年
六
月
三
十
日
限
り
で
失
効
す
る
こ
と
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
及
び
漁
業
離
職
者
に
つ
き
ま
し

て
は
、
今
後
に
お
い
て
も
、
国
際
情
勢
の
変
化
等
に
伴
い
、
な
お
そ
の
発

生
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
法
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律

案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
そ
の
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
に
つ
い
て
、
有
効
期
限

を
五
年
延
長
し
、
平
成
二
十
五
年
五
月
十
六
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

第
二
に
、
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措

置
法
に
つ
い
て
、
有
効
期
限
を
五
年
延
長
し
、
平
成
二
十
五
年
六
月
三
十

日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
と
し
て
お

り
ま
す
。

以
上
が
、
二
法
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

三
九



二
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
四
月
八
日
）

○
茂
木
敏
充
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
案
に
つ
い
て
、
厚
生

労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等

に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業

離
職
者
の
発
生
が
今
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
予
想
さ
れ
る
状
況
に
か
ん

が
み
、
こ
れ
ら
の
離
職
者
に
対
す
る
臨
時
措
置
の
有
効
期
限
を
そ
れ
ぞ
れ

五
年
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

両
案
は
、
去
る
四
月
一
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
二
日
舛
添
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
四
日
に
質
疑
を
行
い
、
質

疑
終
局
後
、
ま
ず
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
改

正
案
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
及
び
公
明
党
よ
り
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、

修
正
案
の
趣
旨
説
明
の
後
、
採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
修
正
議

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
次
い
で
、
駐
留
軍
関
係
離

職
者
及
び
漁
業
離
職
者
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
改
正
案
に
つ
い
て
、
採

決
の
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議

決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
四
月
一
一
日
）

○
岩
本
司
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等

に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

は
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
及
び
漁
業
離
職
者
の
発
生
が
今
後
に
お
い
て
も

引
き
続
き
予
想
さ
れ
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時

措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措

置
法
の
有
効
期
限
を
、
そ
れ
ぞ
れ
五
年
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
便
宜
一
括
し
て
審
査
し
、
戦

没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
の
請
求
手
続
等
を
簡
素
化
す
る
方

策
、
特
別
給
付
金
制
度
等
の
周
知
の
必
要
性
、
一
般
戦
災
者
等
に
対
す
る

調
査
の
在
り
方
、
駐
留
軍
等
関
係
離
職
者
対
策
を
五
年
間
延
長
す
る
理

由
、
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
の
業
務
、
組
織
等
の
在
り
方
、
漁

業
離
職
者
に
対
す
る
支
援
体
制
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
〇



そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を

も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
一


